
森林果樹公園マルシェ 

果樹公園マルシェ出店者募集 

主催 森林果樹公園 ≪指定管理者：遠鉄アシスト株式会社≫ 

共催 株式会社 掛川森林果樹公園･アトリエ 

１ 開催概要 

●名 称 果樹公園マルシェ 

●開催目的  

各団体が思い思いの物を持ち寄り販売することで、地域の交流の場を創出し、地域の賑

わいを図ることを目的としています。 

●日 時 令和 2 年 2 月 22 日（土） 10：00 ～ 15:00 

●会 場 森林果樹公園内 

※掛川市下俣 1-90 

●内 容  

・押花教室 

・どんぐりクラフト教室 

・各出展団体による物販及び飲食物の販売 

●主 催 森林果樹公園（指定管理者：遠鉄アシスト株式会社） 

●共 催 株式会社 掛川森林果樹公園アトリエ 

●問合せ先 指定管理者：遠鉄アシスト株式会社 

住所：浜松市中区鍛冶町 319-28 

電話：053-450-1516 FAX：053-450-1512 

２ 会 場 

出店者募集要項 

１ 日時 令和 2 年 2 月 22 日（土）10 時 00 分~15 時 00 分 

※雨天中止 

※当日は、9 時 15 分から出店受付（森林果樹公園）を開始、9 時 40 分まで 

に受付を終了してください。１５時以降に片付け・撤収となります。 

２ 会場 森林果樹公園内（掛川市下俣 1-90） 

３ 目的 

各団体が思い思いの物を持ち寄り販売することで、地域の交流の場を創出し、地域の賑

わいを図ることを目的としています。 

４ 主催 森林果樹公園（指定管理者：遠鉄アシスト株式会社） 

５ 共催 株式会社 掛川森林果樹公園･アトリエ 

６ 募集店舗 

１５店舗（応募者多数の場合は、抽選となります。あらかじめご了承ください。） 

７ 出店条件等 



・遠州地域の農林水産物、加工食品等、ハンドメイド品などの販売 

・その他、交流、賑わいの創出につながると主催者が判断したもの 

・出店料：1,500 円（１区画） 

 ※ただし、果樹・フルーツ・森林(木)に関連した商品を出品される方は 500 円減額。（出店する商品の一部でも可能) 

・１区画：幅２ｍ × 長さ６ｍ（予定） 

・飲食関係の販売については、イベント等での臨時営業許可や移動食品の営業許可書 

を取っている方に限ります。各種許可書の写しを出店応募申請時に提出してください。 

・気象状況により、やむを得ず中止とする場合があります。中止により生じた損害に 

対して主催者はその責を負いません。 

・油などで出店場所が汚れる場合は、ダンボールを敷くなどの対応をお願いします。 

８ 中止の場合 

明らかに悪天候の予報が出ている場合は、前日までに中止の連絡をいたします。中 

止かどうかの判断が難しい場合は、当日午前７時に決定し、その後、緊急連絡先に連 

絡いたします。 

なお、下記判断基準に該当する場合は中止します。 

【判断基準】 

・静岡県西部地域に震度５以上の地震を観測した場合 

・静岡県西部地域に大雨警報や洪水警報などの警報が発令されている場合 

９ 出店応募申請 

・出店応募申請に必要事項をご記入の上、メールまたはＦＡＸでお申込ください。 

・申請先：森林果樹公園（指定管理者：遠鉄アシスト株式会社） 

住所：浜松市中区鍛冶町 319-28 

電話：053-450-1516 FAX：053-450-1512 

E-mail ogi_heas@entetsu.co.jp 

１０ 申込締切日 

令和 2 年 2 月 6 日（木） 

１１ 出店者発表予定 

令和 2 年 2 月 13 日(木)頃を予定しています。結果は発送をもって発表に代えさせて 

いただきます。発表日以降、当選者（出店者）には詳細案内書類を発送します。 

※別紙、【出店における注意事項】もご参照ください。 

 

 

 

 

 

 



-別 紙 

【出店における注意事項】 

１ 出店者は主催者の指示に従ってください。 

２ 出店者は、9 時 40 分までに森林果樹公園で受付けをすること。 

３ 出店者は、10 時 00 分までに各自の出店場所の準備を終えること。 

４ 出店車両以外の関係車両は多目的広場に駐車してください。 

５ 主催者が指定する出店場所に出店願います。 

６ 食品衛生法に基づく許可等、出店者個々の営業に必要な許認可等は、出店者の責任にお 

いてご対応ください。 

※必要な許可が不明な場合は、静岡県西部健康福祉センター（TEL：0538-37-2245）まで

お問い合わせください。 

７ 電気、ガス、水道の供給はできません。必要な場合は自前で持ち込みください。 

８ 販売品目を変更する場合は、あらかじめ主催者にお届けください。 

９ 飲食（屋台等）関連の出店者におかれましては、予めゴミ箱（袋）などを備えるなど、 

自店商品の使い捨て食器等の回収に配慮願います。 

10 出展場所付近については、責任を持って整理・清掃を行い、原状回復を確実に行ってく 

ださい。 

11 出店に関する事故等について主催者は一切責任を負いかねます。 

12 火気・発電機を使用される出店者は、業務用消火器の設置など、防火対策を確実に行っ 

ていただくようお願いします。 

13 お客様からクレーム等があった場合は、直接、関係出店者にその内容をお伝えし、改善 

を求める場合もあります。 

14 官報で告示された指定暴力団の構成員は、出店及び従事はできません。 

15 市民・来場者及び業者間での紛争等を禁じます。 

16 市民に不安感又は嫌悪感を与えるような服装、また、そのような言動・行為を禁じます。 

17 法令に違反する物品等の販売を禁じます。 

18 営業時間は厳守してください。 

19 出店名義のまた貸し等を禁じます。 

20 強風への対策を万全にしてください。 

当日風が強い場合がありますので、テントや机などの設置の際は、重り等を利用してい 

ただき、来場者に危険が及ばないよう安全対策を行ってください。 

21 出店料 1,500 円は当日受付時にて徴収します。 

22 もし商品を売り切られた等の場合でも、イベント終了後まで退出はできません。 

23 雨天中止。中止により生じた損害に対して主催者はその責を負いません。 

＜中止の場合＞ 

明らかに悪天候の予報が出ている場合は、前日までに中止の連絡をいたします。中止かど 



うかの判断が難しい場合は、当日午前７時に決定し、その後、緊急連絡先に連絡いたしま 

す。なお、下記判断基準に該当する場合は中止します。 

【判断基準】 

・静岡県西部地域に震度５以上の地震を観測した場合 

・静岡県西部地域に大雨警報や洪水警報などの警報が発令されている場合 


